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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
編

通
則

第
一
編

通
則

第
一
章
～
第
二
章
の
四

（
略
）

第
一
章
～
第
二
章
の
四

（
略
）

第
三
章

機
械
等
並
び
に
危
険
物
及
び
有
害
物
に
関
す
る
規
制

第
三
章

機
械
等
並
び
に
危
険
物
及
び
有
害
物
に
関
す
る
規
制

第
一
節

機
械
等
に
関
す
る
規
制
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
九
条
の
四

第
一
節

機
械
等
に
関
す
る
規
制
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
九
条
の
三

）

）

第
二
節

（
略
）

第
二
節

（
略
）

第
四
章
～
第
十
章

（
略
）

第
四
章
～
第
十
章

（
略
）

第
二
編
～
第
四
編

（
略
）

第
二
編
～
第
四
編

（
略
）

附
則

附
則

（
規
格
を
具
備
す
べ
き
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護

具
）

第
二
十
六
条
の
二

令
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
防
毒
機

（
新
設
）

能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ア
ン
モ
ニ
ア
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護

具
二

亜
硫
酸
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護

具
（
型
式
検
定
を
受
け
る
べ
き
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用

保
護
具
）

第
二
十
九
条
の
三

令
第
十
四
条
の
二
第
十
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

ア
ン
モ
ニ
ア
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護

具
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二

亜
硫
酸
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護

具

第
二
十
九
条
の
四

（
略
）

第
二
十
九
条
の
三

（
略
）


